
 

   

教 皇 庁  信 徒 評 議 会  

2 9 9 / 0 6 / S - 6 1 / B - 9 8  

教  令  

キ リ ス ト 信 者 の 国 際 私 的 会 で あ る 信 徒 マ リ ア ニ ス ト 共 同 体 が 、2 0 0 0 年 3 月

2 5 日 か ら 5 年 間 の 試 験 期 間 を 経 過 し て 教 会 の 承 認 を 受 け た こ と を 考 慮 し（ P r o t

の N . 4 5 0 / 0 0 /  S - 6 1 /  B - 9 8）  

信 徒 マ リ ア ニ ス ト 共 同 体 の 世 界 評 議 会 長 で あ る ア ン ト ニ ・ ガ ラ シ ア 氏 の 名

前 で ラ テ ン ア メ リ カ 地 域 の 代 表 者 で あ る エ ゼ キ エ ル ・ エ イ チ ・ レ ギ ア ニ 氏 に よ

っ て 、 こ の 信 徒 マ リ ア ニ ス ト 共 同 体 の 定 款 の 最 終 的 承 認 願 を 本 会 に 提 出 し た こ

と を 受 け て 。  

信 徒 マ リ ア ニ ス ト 共 同 体 の 定 款 を 最 終 的 な 形 で 承 認 す る 機 会 を 考 慮 し 、  

定 款 の テ キ ス ト に 提 示 さ れ た 修 正 の た め に 、 ロ ー マ 教 皇 庁 に 関 す る 使 徒 憲

章 「 良 き 牧 者 1 3 1 - 1 3 4 条 」 と 教 会 法 3 1 2 ( 1 )  １ に よ っ て 、 教 皇 庁 信 徒 評 議 会 は

下 記 の 教 令 を 発 す る 。  

教  令  

１ ． 教 会 法 の 第 2 9 8 - 3 1 1 条 と 第 3 2 1 - 3 2 9 条 に 則 っ て 、 信 徒 マ リ ア ニ ス ト 共 同 体

を キ リ ス ト 信 者 の 国 際 私 的 会 と し て 認 め た こ と を 確 認 す る 。  

２ ． 信 徒 マ リ ア ニ ス ト 共 同 体 の 定 款 を そ の 新 し い 版 で 最 終 的 に 承 認 す る 。  

そ の 原 本 は 教 皇 庁 信 徒 評 議 会 の 公 文 書 館 に あ る 。  

 

バ チ カ ン 市 に て  聖 ペ ト ロ の 使 徒 座 の 祝 日 に  2 0 0 6 年 2 月 2 2 日  

 

 

 

ヨ セ フ  ク レ メ ン ス       ス タ ニ ラ ウ ス  リ イ ル コ  

書 記 官              評 議 会 長  

 
 


